
保護者の皆様へ
学校の先生方へ

かけがえのない大切な子供たちの
「命・人権・可能性」を力を合わせて守りましょう！

～我が子を「インターネット・SNS利用に起因する犯罪」の被害・加害者にしないために～

宮崎県警察本部
生活安全少年課からのお願い

※ 『犯罪被害防止啓発リーフレット』
（警察庁・文部科学省）より

① ネットには危険がいっぱい！

では今度はハダカの写真を撮って
送れ！断ればお前の下着姿の写真
を全世界にバラまく！

オンラインゲームで仲良くなった人がまさか・・・・

男子→女子へ、軽い気持ちで送ったら・・・・

ハダカの写真をバラまかれたくなけ
れば電子マネーを購入してカード番
号を教えろ！！１時間以内だ！

優しい人だと思ったら・・・・
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フィルタリング機能を導入しない理由（％）【複数回答可】

小学生保護者 中学生保護者 高校生保護者

② 実際の被害状況は？

③ じゃあ、どうすればいいの？

－宮崎県警察本部生活安全少年課－

【ルールの例】
□ 知らない人と電話やメールの交換をしたり、会ったりしない。
□ 困ったことがあれば、必ずすぐに保護者に相談する。

□ 下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない、送信しない、送信させない。
□ 「家庭内ルール」を守れなかった時のルールを決める。

⑵ “これだけは守る家庭内ルール” をつくり、定期的に確認・見直しをしていきましょう！！

⑶ 子供→
「何かあったらすぐ
に相談」
保護者→
「相談しやすい関係
づくり」
を心がけましょう！！

⑴ 『フィルタリング』をスマートフォン等に適宜導入しましょう！！

※この数は、警察が把握している数です。
実際には、もっと多い（多くなっている）
と考えられます。

※ 『少年からのシグナル』（警察庁）より。数値は、全国のデータ。

令和4年の児童ポルノ事犯では、加害者（被
疑者）の年代別割合は10代が最多になって
います。被害者だけでなく、加害者にもならな
いようにしなければなりません。

※“児童”：１８歳未満の者を指す

※Ｒ５青少年のインターネット利用環境実態調査（宮崎県内保護者向け）より

フィルタリングは、子供が安全にインターネット
を使い、保護者が安心して見守るための機能
・サービスの総称です。
●有害・違法情報の遮断
●アプリの利用把握
●利用時間の管理 など

制限は、段階的に調整や個別設定（カスタマ
イズ）できるので、子供の成長に合わせた見
守りが可能です。

子供を信用することと、被害に遭わないという
ことは違います。犯罪被害は、子供側の問題以
上に、子供を狙う加害者側に大きな
問題があり、その加害者から子供を
守る（遠ざける）環境を整えることが
大切です。

「犯罪被害に遭った子どものうち、９割以上がフィルタリングを利用していなかった」という警察庁の調査結果もあります。
また、「フィルタリングサービスを利用していない人は、家庭内ルール作りやペアレンタルコントロール機能も利用していな
い」という総務省の調査結果＊もあります。漠然と問題なく管理できる、と思わずこの機会に一緒に考えてみませんか。

＊・・・総務省「我が国における青少年のインターネット利用に係るフィルタリングに関する調査」2021年

ここでは主に、未成年が有害サイトや違
法サイトなどの危険性があるサイトにア
クセスしないための機能を指します。

「親としての管理」。子供による情報通
信機器の利用を、親が監視して制限する
取り組みのことを指します。

フィルタリングとは？ ペアレンタルコントロールとは？


